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第１章	総	則

（適用）
第1条 本仕様書は、柳津町森林集約化地域協議会（以下「発注者」という。）が委託する『柳津町森林の集積・集約化実証事業　森林境界明確化業務委託』（以下「本業務」という。）に適用し、受託者（以下「受注者」という。）が実施しなければならない事項を定めたものである。

（目的）
第2条 柳津町において森林整備を推進するにあたり、森林境界が不明なことが課題となっている。本業務は、柳津町森林集約化地域協議会の構成団体の一つである柳津町が福島県森林整備課より配布された下記業務の成果品を活用して森林の現況を把握し、森林境界推測図を作成し森林整備を実施するための森林境界明確化を行うことを目的とする。

(1) 業務名
第18－36055－0015号　森林情報活用路網整備推進3002業務　
（福島県農林水産部）
(2) 成果品
航空レーザ計測成果一式

（関係法令等）
第3条 本業務の実施は、本仕様書のほか委託契約書および下記の法令等に準拠して行うものとする。ただし、委託契約期間内に下記の法令等の改正があった場合には、それに準じて作業を行うものとする。ただし、監督職員の承諾を得た場合、あるいは、指示を受けた場合はこの限りではない。
(1) 測量法（昭和24年6月3日法律第188号）
(2) 森林法（昭和26年6月26日法律第249号）
(3) 森林経営管理法（平成30年法律第35号）
(4) 森林経営管理制度に係る事務の手引（平成30年12月 林野庁計画課）
(5) 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）
(6) 柳津町個人情報保護条例
(7) 柳津町財務規則
(8) 林野庁　リモセンデータを用いた森林境界明確化マニュアル
(9) その他関係法令および通達

(情報セキュリティ等に関する取り決め)
第4条 本業務の遂行にあたっては、受注者は柳津町個人情報保護条例を遵守するとともに、受注者は本業務着手までに、ISO9001、ISO14001、ISO27001（ISMS）、JISQ15001（プライバシーマーク）の認定を取得していることを条件とし、契約時に前記を証明する書類の提出を行うものとする。なお、ISO27001（ISMS）は、本業務を行う生産拠点及び契約部署において、取得しているものとする。また、個人情報を含む貸与資料の扱いは、次の項目を順守するものとする。
(1) 業務を行う部屋の特定と室外持出禁止
業務を行う部屋は固定し、入室管理及び施錠できること。
(2) パソコン等使用時の措置
パソコンを使用する場合は、ID 又はパスワードによって業務従事者のみがデータ入力及び閲覧できる措置を講じること。
入力した個人情報等は、本業務完了後に確実に消去すること。
(3) 個人情報等の保管方法
発注者から貸与された個人情報等は、鍵のかかるロッカー等に保管すること。
(4) 個人情報等の受け渡し
個人情報等の受け渡しは、安全かつ確実な方法で行うこと。

(作業計画)
第5条 受注者は、本業務着手前に各工程における作業方法、日程等について、適切な作業計画を立案した業務計画書、着手届、業務委託現場代理人等選任届、その他発注者の指示する書類を発注者に提出し、発注者の承認を得るものとする。
2　 業務計画書には、次事項を記載するものとする。
(1) 業務概要
(2) 実施方法
(3) 作業進行予定表
(4) 業務組織計画
(5) 打合せ計画
(6) 成果品の内容、部数
(7) 使用する主な図書および基準
(8) 連絡体制（緊急時を含む）
3   受注者は業務計画書の内容を変更する場合は、発注者に変更業務計画書を提出し、発注者の承認を得るものとする。

(管理技術者等)
第6条 本業務における管理技術者は、技術士法で定める森林部門の技術士及び測量士の資格を有するものとする。加えて、本業務でレーザ測量データ（DEM）や林相識別図を使用することから、これらを扱う業務実績（航空レーザ測量、森林資源解析を同一で実施した業務）を有する者を配置することとする。
2　 担当技術者は、前記と同じ業務実績（航空レーザ測量、森林資源解析を同一で実施した業務）を有する者を配置することとする。

(関係官公署への手続き等)
第7条 受注者は、本業務を遂行するに当たり、関係官公署との手続き等が必要な場合は、発注者と協議の上、その指示を受けて迅速に処理を行うものとする。また、関係官公署に対して交渉を要するとき又は交渉を受けたときは遅滞なくその旨を発注者に申し出て協議を行い、その指示に従うものとする。

(業務の安全管理)
第8条 受注者は、本業務中交通の妨害となるような行為はもちろん公衆に迷惑を及ぼさないよう次の各項により、作業しなければならない。
(1) 交通および保安に関係のある作業については、あらかじめ所轄官公庁と十分な打ち合わせの上実施すること。
(2) 本業務従事者は常に言動には十分注意し、無益な摩擦や紛争を起こさないこと。
(3) 本業務中に事故が生じた場合は、所要の処置を講ずるとともに事故発生の原因、経過および事故による被害の内容について速やかに発注者に報告すること。

(守秘義務)
第9条 受注者は、本業務の遂行上知り得た個人情報および全ての事項について、本契約期間および契約終了後も第三者に漏洩してはならない。
2　 業務上収集した情報を発注者の許可なく複写および加工してはならない。

(検査)
第10条 本業務の完了後に、速やかに所定の成果品を提出し、管理技術者立会いの上、検査を受けるものとする。
2 　前項に定める検査において、受注者は、検査を実施する者の指示により、検査に必要な作業および検査に必要な資料の提示を行わなければならないものとする。
3  受注者は、第1項の定めにより検査を受けた結果、本仕様書に適合しないものとして修正の指示を受けたときは、速やかに修正し再検査を受けなければならない。

(業務の完了)
第11条 本業務の完了は、別に定める成果品を提出し、検査に合格した時をもって完了とする。

(一括再委託等の禁止)
第12条 受注者は業務の全部を一括して、又は発注者が仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2　受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3  受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書等において指定した軽微な部分を委任し、又は、請け負わせようとするときは、この限りではない。

(成果品の瑕疵)
第13条 受注者は本業務の終了後において、成果品に不良箇所等が発見された場合には、発注者が必要と認める訂正等の処置を受注者の負担で行うものとする。

(補償)
第14条 業務実施にあたり、受注者が第三者に与えた損害は、受注者の責任において補償するものとする。ただし、その損害が発注者の責に帰する事由による場合においては、その損害の補償に要する経費は発注者が負担するものとする。

[bookmark: _Hlk158800887](履行期限)
第15条 本業務の履行期限は、契約締結日から令和9年1月31日までとする。

(疑義の解決)
第16条 本仕様書において疑義が生じた場合、または明記されていない事項が生じた場合は、発注者と受注者の協議の上、その決定事項に従い業務を遂行するものとする。


第２章	業 務 概 要

(業務概要)
第17条 本業務の概要は、以下のとおりとする。
(1) 計画準備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
(2) 公図合成図の作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
(3) 森林所有者一覧表の作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
(4) 森林境界推測図の作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
(5) 現地精通者ヒアリング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
(6) 現地調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
(7) 説明会開催支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
(8) 報告書作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
(9) 打合せ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

(業務対象区域)
第18条 本業務の対象区域概要は、以下のとおりとする。ただし、発注者が必要と認めたときは、地域を変更することが出来るものとする。
業務対象区域の位置図（広域図）は、別図1のとおり。

	項目
	概要

	作業区域
	柳津町第65林班

	関係筆界

	面積
	約84.83ha（別図2参照）

	
	筆数
	107筆（推定）



(貸与資料)
第19条 発注者は、本業務に必要な下記の資料などを柳津町森林集約化地域協議会の構成団体の一つである柳津町を通して公用申請を行って取得し、受注者に貸与するものとする。
(1) 森林基本図画像データ（TIFF形式）
(2) 森林計画図データ（Shape形式）
(3) 森林簿データ（CSV形式）
(4) 林地台帳地図（Shape形式）
(5) 林地台帳データ（CSV形式）
(6) 森林経営計画データ（CSV形式）
(7) 路網データ（林道台帳、林道・作業道位置図  など）
(8) 法務局地図（公図・14条地図）データ（XML形式）
(9) 土地登記簿データ（CSV形式）
(10) 土地課税台帳データ（CSV形式）
(11) 航空レーザ計測成果データ（微地形表現図、簡易オルソ、林相識別図等）
(12) 固定資産税地番図データ（Shape形式　令和8年1月1日時点）
(13) 納税義務者関連データ（共有者、納税通知記録など）
(14) 伐採届（測量図含む）
(15) その他本業務に必要な資料
2  受注者は、破損・紛失・盗難などの事故が無いように貸与資料を管理・取り扱い、本業務の完了後は、速やかに返却するものとする。

第３章	業 務 内 容

(計画準備)
第20条 本業務を実施するにあたり、受注者は、業務概要、実施方針、業務工程、業務組織計画、打合せ計画、成果物の内容及び部数、使用する主な図書及び基準、連絡体制（緊急時含む）、使用する主な機器などについて記載した業務計画書を提示するものとする。また、前条にて貸与される収集資料の確認を行うものとする。

（公図合成図の作成）
第21条 座標がない字限図等について、既存資料（森林計画図や課税台帳地図等）を参考に地番の配列等の整合をとった公図合成図を作成する。また、公図に付与されている地番情報から地番一覧表を作成する。
2　公図混乱地等、森林境界明確化が困難と思われる箇所が存在した場合は、該当箇所を抽出し、とりまとめて図面に図示する。また、以後のやり取りを記録するために、該当地番の一覧表を作成する。

（森林所有者一覧表の作成）
第22条 登記簿情報を基に、固定資産税地番図データや納税義務者関連データを参考にしながら森林所有者一覧表を作成する。また、公図から抽出した地番情報と登記簿との整合を確認し、不一致リストを作成する。


(森林境界推測図の作成)
第23条 公図の配列等を整理した公図合成図を基に、森林計画図の字や地番、固定資産税地番図の地番、その他既存資料を参考に字限図の外周を地図上に推定する。また、推定した外周の内側に位置する森林境界について、微地形表現図の尾根谷、林道・作業道、耕地界および林相界、既存資料を参考に図化を行う。
2　仮配置を行う際には、数値標高データ（DEM）から、傾斜量を赤色の彩度、尾根谷度を明度にして調製した地形の立体表現手法である微地形表現図を用いるものとする。
なお、公図混乱地等、森林境界明確化が困難と思われる箇所が存在した場合は、該当箇所を抽出し、とりまとめて図面に図示する。また、以後のやり取りを記録するために、該当地番の一覧表を作成する。
3　作成した森林境界推測図について、土地登記簿、土地課税台帳データ等から必要な台帳情報を付加し、発注者が閲覧可能な既存の地図情報システム用のデータベース（Shape）形式を作成するものとする。

(現地精通者ヒアリング)
第24条 発注者と協議のうえ、受注者は現地精通者を選任し、森林の境界調査への協力を要請する。また、現地精通者へ森林境界推測図の確認や調査対象地区の境界の目印等、森林境界に係る情報のヒアリングを行い、この結果を基に森林境界推測図の修正を行う。

(現地調査)
第25条 現地調査は、主として地物や外周の確認を行うほか、前条の現地精通者ヒアリングで得た境界の目印等についても現地確認を行う。調査範囲については、森林計画図、微地形表現図、オルソ画像、林相識別図等を重ね合わせて検討するものとする。
2　 調査範囲の外周をなるべく精度よく把握するために、外周上にある特徴的な地物を、微地形表現図で確認するとともに現地確認を行う。現地では、簡易GPSを用いて、その位置を記録するものとする。
3　 現地調査において収集した地理情報、現地境界情報及び位置座標は、GISデータとしてとりまとめる。また、併せて現地状況を位置座標付きの写真で記録し、説明会で森林所有者へ提示できるように整理を行う。
4　 現地調査に際しては、現地調査員であることの身分証明書を発注者が発行し、現地調査員は調査時に携行するものとする。所有者及び近隣住民等から説明を求められた際は、証明書を提示し、丁寧に調査の趣旨等を説明するものとする。


(説明会開催支援)
第26条 事業の実施や森林所有者に対する森林境界案の確認等の説明会の開催支援を行う。なお、実施の方法等については、発注者と協議のうえ、行うこととする。

(打合せ協議)
第27条 本業務における打合せ協議は、着手前、中間、完了時の延べ3回を標準とし、時期等については監督員と打合せして決定することとする。なお、業務の実施状況ついては、逐次、監督員に報告するものとする。

(報告書作成)
第28条 作業の実施内容および打合せ記録簿等を取りまとめ、業務報告書を作成するとともに、次条に示す各種成果品の作成を行う。

第４章	成 果 品

(成果品)
第29条 本業務の納入成果品は、下表の内容を基本とするが、納品のデータ形式等については発注者との協議に基づき決定するものとする。
(1) 森林境界推測図（Shape形式） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
(2) 土地不一致リスト（Excel等）　　　　　　　　　　　　　　　　　 　一式
(3) 森林所有者一覧（Excel等） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  一式
(4) [bookmark: _Hlk159447823]業務報告書（PDF等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一式
(5) その他監督員が指示するもの

(成果の帰属)
第30条 本業務で使用された資料および成果品等は、すべて発注者に帰属するもとし、発注者の承諾を受けないで複製や他に公表、貸与してはならない。

(納入場所)
第31条 本業務にかかる成果品の納入場所は、柳津町森林集約化地域協議会の構成団体の一つである柳津町地域振興課とする。

(その他)
第32条 本仕様書に記載のない事項は、協議の上、決定するものとする。
